
 

 令和８年度水質検査計画 

令和８年２月作成 

はじめに 

 川島町上下水道課では、町内に供給している水道水が水道法の水質基準に適合し、安全で良

質な水であることをご理解いただくための指針として「水質検査計画」を策定しました。この

水質検査計画は、川島町の水道原水及び水道水の状況を踏まえ、また利用者の意見を参考にし

て、毎年見直していきます。 

 

【水質検査計画の内容】 

  １．基本方針 

  ２．水道事業の概要 

  ３．原水及び浄水の水質状況 

  ４．水質検査項目、採水地点、採水頻度 

  ５．臨時の水質検査 

  ６．水質検査の方法 

  ７．水質検査計画及び検査結果の公表 

  ８．その他配慮すべき事項 

 

１．基本方針 

 

 （１）水質検査は、浄水場などの系統を代表する給水栓で行います。また、水質汚染を監視す

る目的で、水道原水（井戸水）の検査も行います。 

 （２）検査項目は、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目を実施します。その他に

も、供給している水道水がより安全で良質であることを確認するために、水質管理目標

設定項目や指標菌などの項目の検査を実施します。 

 （３）水質汚濁事故など、水道水の水質基準を維持することが危ぶまれる事態においては、速

やかに臨時の水質検査を実施します。 

 

２．水道事業の概要 

 

 （１）給水状況（令和６年度末現在） 

   ①給水区域    川島町全域 

   ②給水人口    １８，６０３人 

   ③普及率      ９９．９５％ 

   ④１日最大配水量   ９，６１２㎥ 

   ⑤１日平均配水量   ７，５５６㎥ 

 （２）浄水場の名称及び浄水方法 

   ①平沼浄水場    浄水受水、後塩素 

   ②吹塚浄水場    急速ろ過（除鉄・除マンガン）、前塩素 

   ③芝沼配水機場   浄水受水 

 （３）水源の名称及び種別 

   ①平沼浄水場系統  県水受水 

   ②吹塚浄水場系統  第１号井(深井戸)、第２号井(深井戸)、第３号井(深井戸) 

県水受水 

   ③芝沼配水機場系統 浄水受水（吉見町より） 



３．原水及び浄水の水質状況 

 

  水道原水は深井戸３本、埼玉県営水道より浄水受水、芝沼地区は吉見町より浄水受水とな

っています。浄水については水質基準を満たしており、安全で良質な水です。 

 

４．水質検査項目、採水地点、採水頻度 

 

 （１）毎日検査 

   色、濁り、消毒の効果の検査は、水道法に基づき１日１回の検査を行います。 

 （２）水質基準項目の検査 

   浄水の基準項目等については、別表１、２のとおり実施します。なお、最大で３年に１

回まで検査頻度を減らすことができる項目もありますが、安全性や安心を確保することか

ら、基本的には１年に１回以上検査を行います。 

   水源の水質監視のために別表３、５の原水検査を実施します。また、クリプトスポリジ

ウム等対策指針に基づき別表４の指標菌検査を、埼玉県の水質監視計画に基づき別表５、

６の埼玉県水道水質検査項目を実施します。 

ダイオキシン類の監視のために別表７の検査を平沼・吹塚浄水場で年１回実施します。 

放射性物質の監視のために別表８の放射性セシウム 134及び 137の検査を３ヶ月に１回

実施します。 

令和 8年 4月の水道法改正により、浄水において、ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵ

ﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)を 3ヶ月に 1回、年 4回実施します（別表１）。 

なお、検査頻度は、国の指針の変更により増減する場合があります。 

 

５．臨時の水質検査 

 

  以下のような場合には、臨時の水質検査を実施します。 

 （１）水源の水質が著しく悪化したとき。 

 （２）水源に異常があったとき。 

 （３）水源付近、給水区域内及びその周辺において、消化器系伝染病が流行したとき。 

 （４）浄水過程に異常があったとき。 

 （５）配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき。 

 （６）その他特に必要と認められるとき。 

 

６．水質検査の方法 

 

  １日１回行う検査は自己検査とし、その他については水道法第２０条第３項で定められた

環境大臣登録検査機関に委託します。（検査機関選定に際しては、ISO9001 や ISO/IEC17025

など国際的に通用する優良分析機関の認定を取得しているか、水道 GLP 認証機関かどうかな

どを参考にします。） 

 

７．水質検査計画及び検査結果の公表 

  水質検査計画は毎年度策定し、水質検査計画に基づき水質検査を行い、その結果について

はホームページで公表します。 

 

８．その他配慮すべき事項 

 （１）水質検査の精度 

  原則として基準値及び目標値の１０分の１の定量下限値が得られ、基準値及び目標値の 



１０分の１付近の測定において、金属類では変動係数が１０％以下、有機物では２０％以下

の検査を行う能力のある機関に委託します。また環境省、埼玉県などが実施する水質検査の

精度認定への参加結果を、年度終了後３ヶ月以内に提出させます。 

 

 （２）関係者との連携 

  水源井戸の周辺で水質事故が発生した場合は、川島町町民生活課、埼玉県(保健所等)、水

道関係団体などと連携し、情報交換を行いながら迅速かつ適切な対応に努めます。 



（別表１） 

令和８年度浄水水質検査項目と検査頻度 

採水地点 平沼浄水場系統  川島町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 

採水地点 吹塚浄水場系統  いこいの広場 

採水地点 芝沼配水機場系統 川島町大字芝沼１１番地 

 水質検査項目 
毎月 

検査 

年４回 

検 査 

年１回 

検 査 
 水質検査項目 

毎月 

検査 

年４回 

検 査 

年１回 

検 査 

１ 一般細菌 ○   27 臭素酸   ○ 

２ 大腸菌 ○   28 

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 

(23,25,29 及 び

30の濃度の総和) 

 ○  

３ ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物   ○ 29 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸  ○  

４ 水銀及びその化合物   ○ 30 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ  ○  

５ ｾﾚﾝ及びその化合物   ○ 31 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ   ○ 

６ 鉛及びその化合物   ○ 32 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ   ○ 

７ ヒ素及びその化合物  ○  33 
亜鉛及びその化

合物 
  ○ 

８ 六価ｸﾛﾑ化合物   ○ 34 
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその

化合物 
 ○  

９ 亜硝酸態窒素   ○ 35 
鉄及びその化合

物 
  ○ 

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ   ○ 36 
銅及びその化合

物 
  ○ 

11 
硝酸態窒素及び亜硝酸

態窒素 
 ○  37 

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化

合物 
 ○  

12 フッ素及びその化合物  ○  
38 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化

合物 
 ○  

13 ホウ素及びその化合物   ○ 39 塩化物ｲｵﾝ ○   

14 四塩化炭素   ○ 40 
ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等

（硬度） 
 ○  

15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ   ○ 41 蒸発残留物  ○  

16 
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び

ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 
  ○ 

42 
陰ｲｵﾝ界面活性剤   ○ 

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ   ○ 43 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ   ○ 

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ   ○ 44 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ  ○  

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ   ○ 45 非ｲｵﾝ界面活性剤   ○ 

20 PFOS及び PFOA  〇  46 フェノール類   ○ 

21 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ   ○ 
47 有機物(全有機炭

素(ＴＯＣ)の量) 
○   

22 塩素酸  ○  48 ｐＨ値 ○   

23 ｸﾛﾛ酢酸   ○ 49 味 ○   

24 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ  ○  50 臭気 ○   

25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸  ○  51 色度 ○   

26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ  ○  52 濁度 ○   

実施時期 毎月 
4.7.10

.1月 
7月 実施時期 毎月 

4.7.10

.1月 
7月 



（別表２） 

 

令和８年度浄水水質管理目標設定項目と検査頻度 

採水地点 平沼浄水場系統  川島町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 

採水地点 吹塚浄水場系統  いこいの広場 

採水地点 芝沼配水機場系統 川島町大字芝沼１１番地 

 水質検査項目 年１回検査 備考 

１ ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 ○  

２ ｳﾗﾝ及びその化合物 ○  

３ ﾆｯｹﾙ及びその化合物 ○  

４ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ○  

５ トルエン ○  

６ フタル酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) ○  

７ ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ ○  

８ 抱水ｸﾛﾗｰﾙ ○  

９ 残留塩素 ○  

10 遊離炭酸 ○  

11 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ○  

12 ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ ○  

13 
有機物等 

(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) 
○  

14 臭気強度（TON） ○  

15 腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) ○  

16 従属栄養細菌 ○  

17 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○  

18 亜塩素酸 ○  

19 二酸化塩素 ○  

20 農薬類 ○  

実施時期 ７月  

   



（別表３） 

 

令和８年度原水水質検査項目と検査頻度 

採水地点 吹塚浄水場 第１号井、第２号井、第３号井 

 水質検査項目 年１回検査  水質検査項目 年１回検査 

１ 一般細菌 ○ 23 鉄及びその化合物 ○ 

２ 大腸菌 ○ 24 銅及びその化合物 ○ 

３ ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 ○ 25 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 ○ 

４ 水銀及びその化合物 ○ 26 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 ○ 

５ ｾﾚﾝ及びその化合物 ○ 27 塩化物ｲｵﾝ ○ 

６ 鉛及びその化合物 ○ 28 
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬

度） 
○ 

７ ヒ素及びその化合物 ○ 29 蒸発残留物 ○ 

８ 六価ｸﾛﾑ及びその化合物 ○ 30 陰ｲｵﾝ界面活性剤 ○ 

９ 亜硝酸態窒素 ○ 31 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ ○ 

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ○ 32 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ ○ 

11 
硝酸態窒素及び・亜硝酸

態窒素 
○ 33 非ｲｵﾝ界面活性剤 ○ 

12 フッ素及びその化合物 ○ 34 フェノール類 ○ 

13 ホウ素及びその化合物 ○ 35 
有機物(全有機炭素(Ｔ

ＯＣ)の量) 
○ 

14 四塩化炭素 ○ 36 ｐＨ値 ○ 

15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ ○ 37 臭気 ○ 

16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○ 38 色度 ○ 

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ○ 39 濁度 ○ 

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○ 40 嫌気性芽胞菌 ○ 

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○ 41 塩素要求量 ○ 

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ○ 42 ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 ○ 

21 亜鉛及びその化合物 ○    

22 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 ○    

実施時期 １１月 実施時期 １１月 

  

 

（別表４）  

 

令和８年度原水指標菌検査項目と検査頻度 

採水地点 吹塚浄水場 第１号井、第２号井、第３号井 

 水質検査項目 年３回検査 備考 

１ 大腸菌 ○  

２ 嫌気性芽胞菌 ○  

実施時期 ５，８，２月  

  



（別表５）  

 

令和８年度原水農薬検査項目と検査頻度 

採水地点 吹塚浄水場 第２号井、第３号井 

 

令和８年度埼玉県水道水質農薬検査項目と検査頻度 

採水地点 吹塚浄水場 第１号井 

 

 農薬検査項目 年１回検査 備考 

1 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ○  

2 2,4-D ○  

3 MCPA ○  

4 ｲｿｷｻﾁｵﾝ ○  

5 ｲﾌﾟﾌｪﾝｶﾙﾊﾞｿﾞﾝ ○  

6 ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ ○  

7 ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ ○  

8 ｼｱﾉﾎｽ ○  

9 ｼﾞｳﾛﾝ ○  

10 ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ ○  

11 ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ ○  

12 ｼﾏｼﾞﾝ ○  

13 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ ○  

14 ﾁｳﾗﾑ ○  

15 ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ ○  

16 ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ ○  

17 ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ) ○  

18 ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ ○  

19 ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ ○  

20 ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ ○  

21 ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ ○  

22 ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ ○  

23 ﾓﾘﾈｰﾄ ○  

実施時期 ７～８月  

 



（別表６）  

 

令和８年度埼玉県水道水質検査項目と検査頻度 

採水地点 吹塚浄水場 第１号井 

 水質検査項目 年２回検査 備考 

１ ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 ○  

２ ｳﾗﾝ及びその化合物 ○  

３ ﾆｯｹﾙ及びその化合物 ○  

４ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ○  

５ ﾄﾙｴﾝ ○  

６ ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) ○  

７ 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ○  

８ ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ ○  

９ 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○  

実施時期 ７～８，１～２月  

 

採水地点 八幡中央公園 

 水質検査項目 年２回検査 備考 

１ ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ ○  

２ 抱水ｸﾛﾗｰﾙ ○  

実施時期 ７～８，１～２月  

 



 

（別表７）  

 

令和８年度水質検査項目と検査頻度 

採水地点 平沼浄水場内 

採水地点 吹塚浄水場内 

 水質検査項目 年１回検査 備考 

１ ダイオキシン類 ○  

実施時期 ６月  

 

 

（別表８） 

 

令和８年度放射性物質検査項目と検査頻度 

採水地点 吹塚浄水場内 

 水質検査項目 年４回検査 備考 

１ 
放射性セシウム

134及び 137 
○  

実施時期 4・7・10・1月  

 


